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保護者の皆様へ 

大阪市立茨田南小学校 

 

児童に安全で楽しい学校生活を送らせるために 
 

 

新学期が始まり、児童は期待に胸をふくらませて新しい学年・学級での取り組みを始めています。

児童の楽しい学校生活を支えるため、次の事項について、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いい

たします。 

 

 

１．登校について 

① 本校では、原則として集団登校で、決められた通学路を通って、通学するよう指導しています。 

② 児童の登校時刻（学校に到着する時間）は、午前8時10分～20分です。 

③ 安全面を考慮し、登校後、忘れ物などに気づいても取りに帰らないよう指導しています。 

 

２．下校について     

① 北門を閉鎖していますので、登校路と違い少し遠回りになる児童がいますが、決められた下校路

を通って帰るよう指導しています。 

② 放課後の校庭開放時刻は、３月～１０月は午後４時３０分まで、１１月～ ２月は午後４時まで

です。 

 

３．水筒持参について 

① 夏場に限らず、持たせていただいて結構です。ただし、生活指導上及び保健衛生面上問題になる 

ような事柄（事項）については、ご配慮ください。 

   ア、お茶に限る。 

     イ、凍らせたり、氷を入れてきたりしてはいけない。（冷やしたお茶は可） 

     ウ、友だちのお茶をもらったりあげたりしない。 

     エ、登下校路や歩きながら飲まない。 

              

 ４．水色帽子について 

① 日射病等の予防のため、夏季（５月～９月）の使用を奨励しています。 

（朝礼・集会時・外遊びの時には、水色帽あるいは紅白帽を必ず着用するよう指導しています。） 

  ② 遠足等校外活動行事の時は、水色帽子を着用させています。 

③ その他の時期の使用については、各ご家庭のご判断に委ねさていただいております。児童の実態

に合わせて、ご判断ください。 

 

 

 



 

 

５．冬期の服装等について 

  ① 手袋の使用時期は限定しておりません。寒い時期、ポケットに手を入れて歩くことのないよう

各ご家庭でご判断の上 使用させてもらって結構です。ただし、登下校時のみとさせていただきま

す。 

② 安全面への配慮（車との接触巻き込み事故防止等）から、マフラー使用は禁止としています。 

③ 風邪引き等で長ズボンを着用させたいときは、担任に連絡の上着用させてください。 

 

６．頭髪、服装、持ち物等について 

 ① 昨今、頭髪の染色が流行しておりますが、子どもの柔らかい頭皮には不適切な染色剤もあるよ

うです。また、切り込みを入れた髪型や目にかかる髪型は、学校生活には不適切であり、学習に

集中しにくくなるなどの弊害も懸念されます。その点ご配慮いただければ、ありがたいと思って

おります。また、髪の毛の長い場合は、ゴムでくくらせてください。髪飾り（リボンなど）は、

不必要です。 

 ② 服装は、原則として、標準服での通学をお願いします。なお、衣替えの時期は、特定しており

ませんので、気候に合わせて、長袖、半袖、ベスト、紺の標準服の上着等ご判断ください。上着は、

ボタンをきちんとかけ、名札を忘れないよう声をかけていただけると助かります。ただし、名札

は、学校の外では、裏向けて名前の見えないように指導しています。また、カーディガンは、防寒

用として、上着の下に着用させてください。（ベスト・カーディガンは、紺色・黒色を着用） 

 ③ 標準服のズボンがわりに、体操ズボンをはいてきたり、ブラウス・ポロシャツの中に、派手な

ティーシャツを着たりすることについても、学校生活に不向きですので、ご家庭でもご注意くだ

さい。 

 ④ 厚底シューズやハイカットシューズ等についても、体育等の運動には、不向きであるばかりか、

けがにもつながりかねない点がありますので、学校には、運動しやすい靴で登校させるようお願い

します。 

⑤ 通学かばんについては、入学時に用意していただいたランドセルを六年間大切に扱わせたいと

考えています。卒業まで、ランドセルを大切に使用するよう、ご家庭でもお声かけをしていただ

くとありがたいです。また、体操服等を入れる手さげにつきましては、机の横にかけられる程度

の大きさのものを選んでいただけるようご配慮ください。 

⑥ その他、学習に不必要な道具類（携帯電話・ゲーム機・アクセサリー等）は、いっさい持たせな

いよう、身につけさせないようお願いいたします。 

 

７．忘れ物について 

 ○ 帰宅後の忘れ物については、子どもの安全性を考え、基本的には学校に取りに来ることは禁止

したいと思います。 


